
０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

27 年度都道府県名 岡山県 市町村名 岡山市 自治体コード 平成

合計 15,541 8,988 2,340 - 

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

- 

・参加旅費、研修参加負担金

・報酬、費用弁償、社会保険料⑧消費生活相談体制整備事業

平成２１年度から消費生活相談員を１名増、事業者
取引指導監視員を１名採用。平成２２年度に事業
者取引指導監視員をさらに１名採用。平成２５年度
から消費生活相談員５名の報酬改善。平成２６年
度から取引指導監視員２名の報酬改善。平成２７
年１月から、消費生活相談員及び取引指導監視員
計７名の報酬改善。

8,426 1,873 2,340 

620 - 

・啓発パンフレット等啓発グッズ作成費
・若者向け啓発広告掲載・配布事業
・若者向け特設サイト公開事業

- 

6,495 6,495 - 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

若者及び高齢者を主な対象として、啓発パンフレッ
ト等を活用した出前講座の拡充を図るとともに、潜
在している消費者被害を掘り起こし速やかに消費
生活センターに接続するため、消費生活センター
の啓発・広報事業を実施する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

- 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員、事業者取引指導監視員、一般
職員等へ消費者相談及び消費者教育・啓発業務
に係る研修機会を付与。

620 

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

331007



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

既存事業に加え、対象に応じた啓発グッズ等を作成し、相談が増えている高齢者及び成人になる前の年齢層に対する啓発事業の拡充を図る。

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

（既存）

高齢者を対象とした啓発リーフレット、冊子の作成、契約トラブルに関する出前講座の実施。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・
拡充）

（既存）

（強化）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

消費生活相談員４名、取引指導監視員０名。

既存の内容に加え、消費者庁設置に伴い増大する業務への対応及び機能強化のため、平成２１年度に消費生活相談員１名増。取引指導監視員（法執行・
相談対応）を平成２１年度に１名、平成２２年度に１名採用。平成２５年度から消費生活相談員５名の報酬改善。平成２６年度から取引指導監視員２名の報酬
改善。さらに平成２７年１月から消費生活相談員及び取引指導監視員計７名の報酬改善。

消費生活相談員で延べ２回／年、国民生活センター等への研修に参加。

既存の研修参加回数に加えて、相談員に対し１回/年以上、及び相談員以外の職員に対して国民生活センター等への研修参加機会の付与及び支援。（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

20年度差 5,145               前年度差 4,761               千円36,635             千円

31,874             

25,615             

千円

千円

31,490               

57,489               前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 千円

千円

千円

千円

千円

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

47,963               

追加的総業務量（総時間）

3        4,692  

対象人員数
（報酬引上げ）

7        

対象人員数計 追加的総費用

7        8,426      

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

11,328             

うち交付金等対象外経費

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 4,213                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 8,150                 千円

うち先駆的事業 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

5            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

5            人

うち委託等の相談員 前年度末

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

5            人

今年度末予定

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

④その他

③就労環境の向上

○
相談員全員で延べ年２回の研修参加状況であったが、それに加えて１人に対し１回/年以上の
参加機会を付与し、支援強化を行う。

②研修参加支援

○ 通勤費支給。

今年度末予定 5            

人

人

人相談員数

相談員総数

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

相談員数今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

12,664 10,605 500 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

・消費者啓発情報紙の作成及び配布による市内全世帯への啓発強化
・消費生活センター案内カタログの作成・３つ折り
・啓発用新聞広告
・ラジオ等コマーシャル

7,453 7,453 

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業 ・消費生活相談員１名増員 3,118 1,059 500 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

・消費生活相談員・行政職員の国民生活センター
等主催の研修への参加支援

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

2,093 2,093 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 倉敷市 自治体コード 332020 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 現在消費生活相談員５名体制

（強化） １名増員し６人体制とする。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 出前講座、広報紙などを活用し啓発活動を行っている。

（強化） マスメディアを使用し広く広報啓発活動を行うと共に、若者、高齢者等ターゲットを絞った広報啓発活動も実施する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 消費生活相談員・行政職員の国民生活センター等主催の研修への参加

（強化） ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連等の複雑化する相談に対応するための研修参加。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 21,378            千円 20年度差 3,120              千円 前年度差 1,432              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,559                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 19,946            千円

今年度の消費者行政予算 32,483               千円

うち交付金等対象経費 11,105            千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象経費 7,734              千円

平成20年度の消費者行政予算 18,258               千円

前年度の消費者行政予算 27,680               千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,500  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        3,118      

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 5            人 今年度末予定 相談員数 6            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 5            人 今年度末予定 相談員総数 6            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

1,094 839 - 255 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者の安心・安全を確保するため、消費者教
育・啓発に取り組む

497 497 委託料、需用費、使用料及び賃借料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター、県等が開催する研修会参加
支援

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

255 255 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

弁護士等の専門家による相談員への実地指導 342 342 

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

謝礼金

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 津山市 自治体コード 332038 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者被害防止及び消費者教育のための講演会を開催する。

（強化） 市民の消費者意識の向上と、地域での見守り力を強化するために、消費者被害防止の講演会を開催する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） 相談員、担当職員が研修会に参加する旅費を支給する。

（強化） 相談員等が自己のレベルアップにつながる研修会に参加する旅費を支給する。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） 相談員が弁護士等の助言や指導を受けることができる相談会を年１０回開催した。

（強化） 相談員が弁護士等の助言や指導を受けることができる相談会を年１２回開催し、より高度で専門的な相談への対応を強化する。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 5,496              千円 20年度差 -1,250             千円 前年度差 129                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 5,367              千円

今年度の消費者行政予算 6,590                 千円

うち交付金等対象経費 1,094              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象経費 1,094              千円

平成20年度の消費者行政予算 6,746                 千円

前年度の消費者行政予算 6,461                 千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加に必要な旅費を支給する。

前年度における首長表明の有無 有

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定 相談員総数 2            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

311 40 40 150 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談など消費者行政機能を強化するた
めの人的体制整備経費【交付金】

161 40 40 報奨金，旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費者行政担当者のレベルアップのための研修
参加旅費【交付金】

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

150 150 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 玉野市 自治体コード 332046 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談日を設け，専門相談員による相談を実施する。

（強化） 専門相談員による相談日について，市民に広く周知を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県内外で実施される研修に積極的に参加する。

（強化） 複雑化する相談業務に対応するため，研修への参加を強化し，知識向上及び相談業務に関する技術向上を図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 110                 千円 20年度差 -420               千円 前年度差 -56                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 80                     千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 166                 千円

今年度の消費者行政予算 340                    千円

うち交付金等対象経費 230                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 161                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象経費 161                 千円

平成20年度の消費者行政予算 530                    千円

前年度の消費者行政予算 327                    千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        161         

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 無

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -            人 今年度末予定 相談員数 -            人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

5,520 3,209 600 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

出前講座や市内全戸に配布するための啓発用品
の購入

1,865 1,865 啓発物品の購入費及びその配布委託料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置を行う。 3,421 1,110 600 報酬、社旗保険料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談業務担当者のレベルアップを図るための研修
参加支援を行う。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

234 234 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

研修旅費、受講者負担金

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 笠岡市 自治体コード 332054 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員1名を配置し相談や啓発業務に取組む

（強化） 消費生活相談員を1名増員し２名体制とし、相談業務や啓発業務に取組む

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 啓発資材を作成し、出前講座等により児童生徒を含めた市民に対して啓発を行う。

（強化） 啓発用冊子を作成し市内全戸に配布するとともに、地域で実施する出前講座等においても啓発用品の配布を行う。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国セン等の研修会参加支援（年1回程度）、県センター主催の研修会参加支援（適宜）

（強化） 相談業務のレベルアップを図るため、国セン等の研修会参加支援（年４回程度）、県センター主催の研修会参加支援（適宜）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 2,512              千円 20年度差 1,919              千円 前年度差 61                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,710                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 2,451              千円

今年度の消費者行政予算 6,321                 千円

うち交付金等対象経費 3,809              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,640                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象経費 3,603              千円

平成20年度の消費者行政予算 593                    千円

前年度の消費者行政予算 6,054                 千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談業務のレベルアップを図るため、国セン等の専門的な研修への参加を支援する。

前年度における首長表明の有無 有

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 相談員数 2            人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定 相談員総数 2            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

4,383 2,163 600 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発用通帳ケース等の購入 562 562 啓発用通帳ケース

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置 3,240 1,020 600 相談員の配置に係る経費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター等実施の研修への相談員の参
加支援

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

178 178 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相模原研修施設への旅費等（2名）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

専用電話回線敷設、看板、のぼり、ポール、書籍
ＤＶＤ購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

消費生活センター開設にともなう設備等の整備 403 403 

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 井原市 自治体コード 332071 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員配置無し

（強化） 相談窓口への消費生活担当相談員の配置（1名、週5日、9時～17時15分）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 老人クラブ等に配布する啓発用通帳ケースの購入

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 国民生活センター等が実施する研修への消費生活担当職員及び相談員の参加支援（2名）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 消費者行政担当課と同一の電話番号での週5日の消費生活相談窓口

（強化） 専用電話回線を持ち、公示を行い、正式に市消費生活センターを開設する。広く利用を呼び掛けるのぼり等のグッズ等も購入



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 1,620              千円 20年度差 1,235              千円 前年度差 160                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,620                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,460              千円

今年度の消費者行政予算 4,383                 千円

うち交付金等対象経費 2,763              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,460                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象経費 1,916              千円

平成20年度の消費者行政予算 385                    千円

前年度の消費者行政予算 3,376                 千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,762  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        3,240      

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

358 358 - - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費生活店や消費生活講座等で啓発グッズを配
布し消費者問題への関心を高め消費者の問題解
決能力の強化を図る

160 160 啓発グッズ作成費用

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

研修参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員を消費生活相談に関する研修に参加さ
せ，レベルアップを図る

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 総社市 自治体コード

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

90 90 

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

108 

平成 27

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談窓口用パンフレットや参考資料を購入し相談
機能の強化を図る

332089 年度

対象経費

パンフレット購入費用

108 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化）
消費生活展や消費生活講座で啓発グッズを配布し，消費者問題への関心を深めるとともに問題解決方法を周知。小中学生とその保護者に対し，契約に
ついてと悪質商法やネットトラブルなどに関する講座を開催し，正しい知識を身につけてもらい，消費者被害を防止する

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談に従事する生活安全業務嘱託員を研修に参加させ，レベルアップを図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） なし

（強化） 窓口にて生活安全業務嘱託員が消費生活相談に対応。対応時にパンフレットを活用して今後の対策などを教示。

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 378               千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 3,115            千円 20年度差 2,339            千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

3,473            千円

うち交付金等対象経費 358               千円

うち先駆的事業 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

千円

前年度の消費者行政予算 3,037            千円

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

人 実地研修受入人数 人

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金等対象外経費 2,737            千円

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

平成20年度の消費者行政予算 776               

対象人員数計 追加的総費用

うち交付金等対象経費 300               千円

研修参加・受入要望

参加者数



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

③就労環境の向上

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 消費生活相談に従事する生活安全業務嘱託員を研修に参加させ，レベルアップを図る。

相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数 人

今年度末予定 相談員数 人

1            人

相談員数 1            

相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 相談員総数前年度末 人1            今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

400 400 - - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止啓発リーフレット作成【交付金】 400 400 印刷製本費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 高梁市 自治体コード 033209 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 消費者被害防止啓発リーフレット

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 329                 千円 20年度差 -60                 千円 前年度差 -40                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 369                 千円

今年度の消費者行政予算 729                 千円

うち交付金等対象経費 400                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象経費 400                 千円

平成20年度の消費者行政予算 389                 千円

前年度の消費者行政予算 769                 千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

2,533 - 1,586 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者向けパンフレットの作成・配布を行う。
地域での講座を開催する。

504 504 パンフレット作成・配布費用

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員を配置し、相談窓口の強化を図る。 1,894 947 賃金、社会保険料等

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員等の研修参加によるレベルアップ
を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

135 135 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

研修参加のための日当、旅費等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 瀬戸内市 自治体コード 332127 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員１名を配置する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） パンフレットの作成・配布をしている。

（強化） 相談員による出前講座や、パンフレット作成・配布により、消費者問題への知識を深めてもらい被害の未然防止・拡大防止を図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員等のレベルアップを図るための研修参加の支援を行う。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 1,239              千円 20年度差 915                 千円 前年度差 -37                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 947                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 1,276              千円

今年度の消費者行政予算 2,825                 千円

うち交付金等対象経費 1,586              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 952                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象経費 1,537              千円

平成20年度の消費者行政予算 324                    千円

前年度の消費者行政予算 2,813                 千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,632  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        1,894      

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が主催する研修に参加

前年度における首長表明の有無 有

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

2,746 1,095 500 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費生活講座、地域に出向いての出前講座、学
校での講習会を積極的に行う（交付金）

310 310 
講演会・出前講座等開催費用（講師謝礼・交通費・教材
など）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員を1名配置し、週4日相談業務にあたる(交
付金）

2,302 651 500 相談員報酬、社会保険料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員・担当職員の能力・資質向上を図る為研修
に参加(交付金）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

134 134 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

研修会参加費用・交通費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 赤磐市 自治体コード 332135 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員1名を配置し、週4日相談業務にあたる

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 地域での出前講座、学校での講演会、消費生活講座などを積極的に開催し、賢い消費者を推進する

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 相談員の能力・資質向上を図るために研修会に参加する

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 1,329              千円 20年度差 1,329              千円 前年度差 25                   千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,151                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 1,304              千円

今年度の消費者行政予算 2,924                 千円

うち交付金等対象経費 1,595              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 935                    千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象経費 1,339              千円

平成20年度の消費者行政予算 -                       千円

前年度の消費者行政予算 2,643                 千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

対象人員数計 追加的総費用

1        2,302      

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 相談員報酬を月額32,000円増額

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

5,509 1,921 1,000 0

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発パンフレット作成 136 136 パンフレット作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員配置 5,177 1,589 1,000 報酬、費用弁償、社会保険料、給与、手当

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟのための研修参加旅費・宿泊費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

196 196

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費、宿泊費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 真庭市 自治体コード 332143 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化） 消費者生活相談員２名雇用

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 啓発用パンフレット作成

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 国民生活センター主催の相談員研修（専門・事例講座等）参加支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 1,004              千円

うち先駆的事業 -                       千円

うち交付金等対象外経費 2,787              千円 20年度差 2,404              千円

うち交付金等対象経費 2,921              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,589                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち先駆的事業 - 千円

うち交付金等対象外経費 1,783              千円

今年度の消費者行政予算 5,708                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,718                 千円

うち交付金等対象経費 1,822              千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 2                       千円

平成20年度の消費者行政予算 383                    千円

前年度の消費者行政予算 3,605                 千円

対象人員数計 追加的総費用

2        5,177      

2        3,528  

対象人員数
（報酬引上げ）

2        

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

③就労環境の向上

④その他

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 非常勤特別職員の報酬の増額、臨時職員の時給の増額

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 旅費、宿泊費、参加費等の支援を行う

人

2            人

相談員数 1            

相談員数 人 今年度末予定

人

相談員数 1            人

相談員数 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 1            うち定数外の相談員 前年度末

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定 相談員総数



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

1,293 989 108 88 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害を防止するためリーフレット作成、配
布。市内ケーブルテレビ等での啓発番組の作成・
放送に係る印刷代等【交付金】

909 909 製作費及び配布手数料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談窓口の充実・強化を図るため、消費
生活相談に関する相談日の開設に係る相談員報
酬。【交付金】

216 108 相談員の報酬及び旅費費用弁償

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談等に携わる相談員、職員の能力向
上を図るための研修会等への参加旅費【交付金】

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

88 88 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

参加旅費等費用弁償

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

参考資料購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

情報収集を行い、相談業務に柔軟に対応するた
めの、消費者問題に関する月刊誌購読料【交付
金】

80 80 

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 美作市 自治体コード 033215 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 毎月３回本庁及び総合支所において消費生活相談員による相談日を開設する。

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） リーフレットを作成配布し消費者被害防止の啓発活動を行う。

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員・職員の能力向上を図るための研修会等への参加。

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 専門書籍を購入し、より知識を深め被害者の相談に迅速・柔軟に対応する。

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 108                 千円 20年度差 -393               千円 前年度差 -68                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 108                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 176                 千円

今年度の消費者行政予算 1,293                千円

うち交付金等対象経費 1,185              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 108                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象経費 883                 千円

平成20年度の消費者行政予算 501                   千円

前年度の消費者行政予算 1,059                千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        144     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        216         

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修会の機会をとらえ、積極的な参加を促すとともに、費用弁償等による相談員の負担を軽減

前年度における首長表明の有無 有

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

3,959 1,908 500 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

教材・啓発資材等の作成 707 707 教材・啓発資材等（カレンダー、パンフレットなど）の作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業 相談の増加にともなう相談員の確保 3,101 1,050 500 
相談員の報酬（週4日）、社会保険料等
消費問題に詳しい弁護士資格を有する相談員の配置(2日/月)

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員の研修等への参加支援

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

151 151 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費、研修費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 浅口市 自治体コード 033216 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 出前講座等を行うための必要教材・資材等を作成し、市民等への教育・啓発の向上を目指す。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 相談員及び担当職員がレベルアップを図るため、研修に参加する時の費用の支援を行う。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員１名の維持、及び消費問題に詳しい弁護士の配置（2回／月）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 1,551              千円 20年度差 1,230              千円 前年度差 964                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,550                千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 587                 千円

今年度の消費者行政予算 3,959                千円

うち交付金等対象経費 2,408              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 587                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象経費 1,014              千円

平成20年度の消費者行政予算 321                   千円

前年度の消費者行政予算 1,601                千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        1,653  

対象人員数
（報酬引上げ）

2        

対象人員数計 追加的総費用

2        3,101      

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 有

③就労環境の向上 ○ 相談員の増員

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ Ｈ26　日当10,000円　　Ｈ27　日当12,000円

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の研修等への参加を行う

前年度における首長表明の有無 有

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 2            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 2            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

580 - 524 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者への情報提供と啓発活動の充実 324 - 324 啓発用品作成費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業 相談業務等への支援 112 - 56 相談員等巡回指導謝礼

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

レベルアップ研修参加支援

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

144 - 144 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

研修参加旅費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 早島町 自治体コード 334235 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 特になし

（強化） 消費生活相談員を増員し、相談・啓発業務の質の向上を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 特になし

（強化） 消費者啓発用品を作成する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 特になし

（強化） レベルアップ研修参加支援を行う

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 116                 千円 20年度差 -156               千円 前年度差 11                  千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 56                     千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 49                  千円

今年度の消費者行政予算 640                   千円

うち交付金等対象経費 524                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象経費 413                 千円

平成20年度の消費者行政予算 216                   千円

前年度の消費者行政予算 462                   千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        40      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        112         

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費の支援

前年度における首長表明の有無 有

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2            人 今年度末予定 相談員総数 2            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

583 516 - 67 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者教育にかかる講座の実施及びパンフレット
の配布

433 433 講師謝金・消費者教育用パンフレット購入費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費者行政担当者の研修参加支援

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

150 83 67 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費・研修費・教材費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 里庄町 自治体コード 334456 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化） 外部講師による消費生活講座の開催、および消費生活問題に関するパンフレットを配布し、消費者教育の充実を図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県が主催する県内研修に、消費者行政担当者を参加させる。

（強化） 国民生活センターおよび消費生活センターが主催する県内外の研修に、消費者行政担当者を参加させレベルアップを図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 64                  千円 20年度差 24                  千円 前年度差 1                    千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 63                  千円

今年度の消費者行政予算 647                   千円

うち交付金等対象経費 583                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象経費 535                 千円

平成20年度の消費者行政予算 40                     千円

前年度の消費者行政予算 598                   千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 有

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定 相談員総数 -            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

2,200 184 958 100 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発用パンフレット作成、教材作成費用等 124 124 

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の人件費 1,916 958 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員の研修参加及び研修受講費用・教材費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

100 100 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

啓発活動用DVD購入 60 60 

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 矢掛町 自治体コード 033461 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員の配置

（強化） 相談員の待遇改善

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 地域での出前講座（唐人クラブやいきいきサロン等）の実施

（強化） パンフレット購入による啓発体制の強化

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県の研修参加

（強化） 県・国民生活センターの研修参加

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 消費生活相談窓口の設置

（強化） 啓発用DVDの購入による啓発・相談体制の強化



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 960                 千円 20年度差 960                 千円 前年度差 48                  千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 958                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち先駆的事業 -                      千円

うち交付金等対象外経費 912                 千円

今年度の消費者行政予算 2,202                千円

うち交付金等対象経費 1,242              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 910                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                      千円

うち先駆的事業 -                      千円

うち交付金等対象経費 1,302              千円

平成20年度の消費者行政予算 -                      千円

前年度の消費者行政予算 2,214                千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

-        -        

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

対象人員数計 追加的総費用

1        1,916      

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 相談員の給与月額の増加

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加費用の支援

前年度における首長表明の有無 有

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

108 108 - - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発品の購入 108 108 啓発品購入費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 市町村名 新庄村 自治体コード 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 住民に啓発をする。

（強化） 特に高齢者に対する啓発活動を行う。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 -                    千円 20年度差 -105               千円 前年度差 -8                  千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 8                    千円

今年度の消費者行政予算 108                   千円

うち交付金等対象経費 108                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象経費 100                 千円

平成20年度の消費者行政予算 105                   千円

前年度の消費者行政予算 108                   千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 無

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定 相談員総数 -            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

100 100 - - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

　消費者教育・消費トラブル防止啓発 100 100 　啓発パンフレット　及び　グッズの作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 勝央町 自治体コード 336220 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化） インターネットトラブルや高齢者を中心とした悪徳商法など、多様化する消費トラブルの被害防止のため、啓発用パンフレット・グッズを作成し配布する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 130                 千円 20年度差 51                  千円 前年度差 8                    千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 122                 千円

今年度の消費者行政予算 230                   千円

うち交付金等対象経費 100                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象経費 100                 千円

平成20年度の消費者行政予算 79                     千円

前年度の消費者行政予算 222                   千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 無

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

771 771 - - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

小・中学生向け消費者意識向上の啓発物の配布
高齢者向け悪質商法被害防止の啓発物の配布

771 771 

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 美咲町 自治体コード 336661 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 小・中学生向け消費者意識啓発事業、高齢者の悪徳商法被害防止のための意識啓発事業

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 -                    千円 20年度差 -                    千円 前年度差 -                    千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 -                    千円

今年度の消費者行政予算 771                   千円

うち交付金等対象経費 771                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象経費 421                 千円

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 421                   千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

前年度における首長表明の有無 無

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定 相談員総数 -            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

1,180 - 964 - 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発配布用グッズ等 430 430 

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員報酬 432 216 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員、消費者行政担当者研修

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

288 288 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

年度

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費27年度
本予算

26年度
補正予算

基金

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

執務参考図書等の購入 30 30 

市町村事業計画様式

都道府県名 岡山県 市町村名 吉備中央町 自治体コード 336815 平成 27



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 月２回の相談及び被害防止のための出前講座等の啓発活動

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 消費者被害防止等のためのグッズ作成

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） なし

（強化） 相談員及び担当職員レベルアップのための研修参加支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） なし

（強化） 相談員の執務のための参考図書、資料等の購入



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

z

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 216                 千円 20年度差 116                 千円 前年度差 27                  千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 216                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 189                 千円

27年度の消費者行政予算 1,180                千円

うち交付金等対象経費 964                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 189                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象経費 1,094              千円

平成20年度の消費者行政予算 100                   千円

26年度の消費者行政予算 1,283                千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        240     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2        432         

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター教育研修への参加

前年度における首長表明の有無 有

うち委託等の相談員 26年度末 相談員数 人 27度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 26年度末 相談員数 2            人 27度末予定 相談員数 2            人

うち定数内の相談員 26年度末 相談員数 人 27度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置 26年度末 相談員総数 2            人 27度末予定 相談員総数 2            人


